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証券ｺｰﾄﾞ９７６０ 
平成 27 年 6月 8日 

株 主 各 位 
北海道札幌市白石区本郷通一丁目北 1番 15 号 

株 式 会 社  進 学 会 
代表取締役社長 平井 崇浩 

 
第 ４ ０ 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 

 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 

さて、当社第 40 回定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席くださいますよう
ご通知申し上げます。 

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お
手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示いただき、平成 27 年 6 月 22 日（月曜日）午後 5時までに到着するよう、ご返送いた
だきたくお願い申し上げます。 

敬 具 
記 

 
１．日   時   平成 27 年 6月 23 日（火曜日） 午前 10 時 
２．場   所   北海道札幌市中央区北三条西 3丁目 1番 44 号 
             みずほ信託銀行株式会社 札幌支店 8 階会議室 
３．目的事項 
   報告事項 1. 第 40 期（平成 26 年 4 月１日から平成 27年 3 月 31 日まで）事業報告の内

容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件 

        2. 第 40 期（平成 26 年 4 月 1日から平成 27年 3 月 31 日まで）計算書類の内
容報告の件 

 
   決議事項   第１号議案  剰余金の配当の件 
          第２号議案  取締役１名選任の件 
          第３号議案  監査役１名選任の件 

          以 上 
 
 

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。 
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が

生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス
http://www.shingakukai.co.jp/ir/index.html）に掲載させていただきます。 
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（添付書類） 

事  業  報  告 
 

平成 26 年 4 月 1 日から 

平成 27 年 3 月 31 日まで 

 

１.企業集団の現況に関する事項 
(1) 事業の経過及びその成果 

当連結会計期間におけるわが国経済は、消費税増税前の駆け込み需要の反動により、個人消費は一時

停滞しましたが、後半は企業部門の持ち直し等で全体としては緩やかな回復基調を見せました。 

当学習塾業界におきましては、少子化傾向に対応するため各社ともエリア拡大や集客力のあるメニュ

ー開発を行い、経営体質の強化や業容拡大、シナジー効果を期待した業務提携や資本提携の動きが見ら

れ、業界再編が進行しております。また、進学校への受験意欲は高く、進学塾に対するニーズは依然根

強いものがあります。 

このような状況のもと、当社グループは引き続き会場のスクラップ＆ビルドを積極的に推進し、地域

ナンバーワン校への合格実績を高めるためにコース・メニューの拡充と指導力の更なる強化を実施して

まいりましたが、価格戦略の影響や一人当たり受講メニューの減少も相まって、当連結会計期間の売上

高は 5,669 百万円（前年同期比 7.9％減）、営業利益は 166 百万円（前年同期比 35.9％減）、経常利益

につきましては、保有する金融資産の売却益・利息・配当及び持分法投資利益等を計上した結果、1,175

百万円（前年同期比 16.6％増）となり、当期純利益は 705 百万円（前年同期比 16.7％増）となりまし

た。 

  

  事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。 

   

<塾関連事業> 

当連結会計期間におきましては、会場のスクラップ＆ビルドを進め、9月には千葉県船橋市に船橋本

部、津田沼本部を開設しました。この結果、3月末時点では本部数は67本部、会場数は336会場となりま

した。なお、新たな取り組みとして9月から北海道岩見沢市の公立中学校において放課後を使った学習

支援を行っております。また、平成26年11月28日に株式会社浜学園と包括的な共業を目指した業務提携

を結び、平成26年12月17日には愛知県において公立高受験指導を行う目的で合弁会社『浜進学会』を設

立し、第1号教室を金山に開校致しました。 

個別指導部門の㈱プログレスは、一人当たりの週間受講回数が減少したことなどにより、売上高は188

百万円（前年同期比4.3％減）となりました。 

この結果、塾関連事業の当連結会計期間の売上高は4,601百万円（前年同期比9.1％減）、セグメント

利益は406百万円（前年同期比18.8％減）となりました。 

 
<スポーツ事業> 

札幌市内3ヶ所に施設を構えるスポーツクラブZipは、利用状況が安定しており、売上高は604百万円

（前年同期比1.0％減）となり、セグメント利益は経費削減により50百万円（前年同期比44.1％増）と

なりました。 
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<その他事業>  

本セグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教材の印刷や備品・消耗品の

仕入販売、及び賃貸不動産や学習塾部門の教室の管理・清掃を含んでおります。当連結会計期間におい

ては、外販が伸び悩んだため、売上高は709百万円（前年同期比7.0減）、セグメント利益は102百万円(前

年同期比13.2％増）となりました。 

 

企業集団の部門別売上高の状況 

部  門  名 売上高（百万円） 比率（％） 

学 習 塾 部 門 

スポーツ事業部門 

そ の 他 

4,601 

604 

463 

81.1％ 

10.7％ 

8.2％ 

合    計 5,669 100.0％ 

 
 

設備投資及び資金調達の状況 

当連結会計年度中の設備投資総額は 82 百万円で、主なものは教室用建物の造作及びＯＡ機器の購

入であります。これらの設備投資資金は全額自己資金をもって充当致しました。 

なお、資金調達面では特に記載すべき事項はございません。 
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 
 ① 当社グループの財産及び損益の状況 

区  分 
第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 

平成 23 年 4 月 1 日 

～平成 24 年 3 月 31 日 
平成 24 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 
平成 25 年 4 月 1 日 

～平成 26 年 3 月 31 日 
平成 26 年 4 月 1 日 

～平成 27 年 3 月 31 日 

売 上 高  (百万円) 6,941 6,546 6,156 5,669 

経常利益   (百万円) 1,164 1,304 1,008 1,175 

当期純利益 (百万円) 411 952 604 705 

1 株当たり 

当期純利益      (円) 
20.58 47.66 30.23 35.29 

総 資 産  (百万円) 23,695 24,444 24,895 25,898 

純 資 産  (百万円) 21,871 22,817 23,316 23,858 

1 株当たり 
純 資 産    (円) 

1,094.64 1,141.99 1,166.98 1,194.11 

 

② 当社の財産及び損益の状況 

区  分 
第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 

平成 23 年 4 月 1 日 

～平成 24 年 3 月 31 日 
平成 24 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 
平成 25 年 4 月 1 日 

～平成 26 年 3 月 31 日 
平成 26 年 4 月 1 日 

～平成 27 年 3 月 31 日 

売 上 高  (百万円) 6,382 6,010 5,599 5,147 

経常利益   (百万円) 855 666 515 677 

当期純利益 (百万円) 130 338 142 458 

1 株当たり 

当期純利益      (円) 
6.52 16.96 7.15 22.95 

総 資 産  (百万円) 23,245 23,433 23,460 24,080 

純 資 産  (百万円) 21,519 21,874 22,019 22,321 

1 株当たり 
純 資 産    (円) 

1,077.05 1,094.80 1,102.08 1,117.16 

（注）1.１株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づき、１株当たり純資産は期末発行済株式数に基づ
き算出しております。 
なお、自己株式を純資産の控除項目としており、１株当たり当期純利益及び、１株当たり純資産
の各数値は、発行済株式数から自己株式数を控除して算出しております。 

2.当期より、持分法適用関連会社において、会計方針を変更したため、第39期については、当該会
計方針の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。なお、第38期以前に係る累積的影
響額については、第39期の期首の純資産額に反映させています。 
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(3) 重要な子会社の状況 

会 社 名 資本金 
当社の議決権

比率 
主要な事業内容 

株式会社ノースパレス 100 百万円 100.0％ 不動産管理 

株式会社ﾎｸｼﾝｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 100 百万円 100.0％ 
事務用機器の販売、システム開発、

教材等の印刷 

株式会社プログレス 100 百万円 100.0％ 個別指導 

有限会社進学会ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 27 百万円 100.0％ 資産管理 

 

(4) 対処すべき課題 

当業界は、少子高齢化の厳しい環境にあり、業界再編の動きも進行しているため、それらに対応で

きる施策が必要となってきております。また、学制や入試制度の改革並びに学習指導要領の改訂等、

教育に関する情勢の変化に対応できるサービスの開発及び質の向上が今後ますます求められてくる

ものと認識しております。 

これらのことから当社グループでは、受験意欲の高い地域における「新規エリアの開拓」、並びに合

格実績を高めるための「講師指導力のレベルアップ」及び「教材の質の向上」を推進し、顧客満足度

の更なる向上を目指してまいります。 

 

 

(5) 主要な事業内容（平成 27 年 3月 31 日現在） 

事 業 区 分 事 業 内 容 

学習塾事業 

北大学力増進会、東北大進学会、東大進学会、進学会、 

名大進学会、京大進学会、九大進学会 

個別指導（㈱プログレス） 

学校向けコンピュータ学習用ソフトの作成 

スポーツ事業 スポーツクラブ Zip 

その他事業 
物販・印刷業（㈱ホクシンエンタープライズ） 

不動産管理業（㈱ノースパレス） 
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(6) 主要な事業所 

当 社 本 社 北海道札幌市白石区 

学 習 塾 

本部事務所 
（北海道地区）札幌東本部、札幌西本部、札幌南本部、札幌北本部、江別本部、

千歳本部、小樽本部、岩見沢本部、旭川本部、滝川本部、帯広

本部、函館本部、室蘭本部、苫小牧本部、釧路本部、北見本部、

網走本部 

（東 北 地 区）仙台本部、青森本部、三沢本部、八戸本部、秋田本部、山形本

部、山形北本部、鶴岡本部、酒田本部、米沢本部、福島本部、

いわき本部、会津若松本部 

（関 東 地 区）水戸本部、宇都宮本部、日立本部、土浦本部、つくば本部、 

牛久本部、取手本部、守谷本部、柏本部、流山本部、野田本部、

新松戸本部、船橋本部、津田沼本部、高崎本部 

（信 州 地 区）長野本部、松本本部、飯田本部、岡谷本部 

（東 海 地 区）静岡本部、富士本部、名古屋本部、四日市本部、津本部、鈴鹿

本部、伊勢本部、桑名本部、松阪本部、名張本部 

（北 陸 地 区）富山本部、福井本部 

（中 国 地 区）松江本部、出雲本部、鳥取本部、米子本部、周南本部、 

（九 州 地 区）長崎本部 

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  スポーツクラブ Zip 麻生、スポーツクラブ Zip 平岸、スポーツクラブ Zip 琴似

（以上札幌市） 

物販・印刷 ㈱ホクシンエンタープライズ（札幌市） 

賃 貸 物 件 ノースパレス白石、ノースパレス麻生、ノースパレス元町、センチュリースペ

ース中央 411（以上札幌市）、ノースパレス 112（帯広市） 

 

(7) 使用人の状況 

  ① 企業集団の使用人の状況 

事 業 部 門 使用人数 前連結会計年度末比増減 

学習塾事業 289 名 3 名増 

スポーツ事業 6 名       － 

その他事業 10 名 1 名減 

   

② 当社の使用人の状況 

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

266 名 － 35.9 歳 11.9 年 

(注)使用人数には、時間講師、パートタイマー、契約職員等の臨時雇用者を含んでおりません。 
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２.会社の現況 
(1) 株式の状況（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

① 発行可能株式総数    47,600,000 株 

② 発行済株式の総数    20,031,000 株（自己株式 50,823 株を含む） 

③ 株主数            2,603 名 

④ 大株主（上位 10 名） 

株  主  名 持 株 数 持株比率 

有 限 会 社 平 井 興 産 6,837,528 株 34.2％ 

平 井 睦 雄 2,871,820 14.4 

 浜 興 産 株 式 会 社 609,500 3.1 

平 井 純 子 600,032 3.0 

平 井 崇 浩 588,016 2.9 

平 井 将 浩 587,816 2.9 

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 558,175 2.8 

進 学 会  職 員 持 株 会 447,118 2.2 

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 353,300 1.8 

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 505012 295,600 1.5 

(注)  持株比率は自己株式（50,823 株）を控除して計算しております。 

 

 

(2) 会社役員の状況 

① 取締役及び監査役の状況（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役会長 平井  睦雄 

株式会社ﾎｸｼﾝｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ代表取締役会長 

有限会社進学会ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ代表取締役 

株式会社ノースパレス代表取締役社長 

株式会社プログレス代表取締役 

代表取締役社長 平井  崇浩 
株式会社プログレス代表取締役 

有限会社進学会ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役 

取 締 役 是津  智己 総務部長 

取 締 役 平井  将浩 社長室長 

取 締 役 引野  講二 ＫＫＲ札幌医療センター医師 
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常 勤 監 査 役 柴田  義之 
株式会社ﾎｸｼﾝｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ監査役 

株式会社ノースパレス監査役 

監 査 役 桑澤  嘉英 株式会社クワザワ代表取締役社長 

監 査 役 渡辺  淳也 株式会社恵和ビジネス代表取締役社長 

監 査 役 佐久間 一郎 社会医療法人社団ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛ北光記念ｸﾘﾆｯｸ所長 

（注）取締役引野講二氏は社外取締役であります。 

監査役桑澤嘉英氏、渡辺淳也氏及び佐久間一郎氏は社外監査役であります。 

なお、当社は、監査役桑澤嘉英氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。 

 

② 取締役及び監査役の報酬等の総額 

当事業年度に係る報酬等の総額 

 区  分 員  数 報酬等の総額 

取 締 役 

（うち社外取締役） 

5 名 

（1名） 

29 百万円 

（ 2 百万円） 

監 査 役 

（うち社外監査役） 

4 名 

（3名） 

9 百万円 

（ 4 百万円） 

合   計 

（うち社外役員） 

9 名 

（4名） 

38 百万円 

（ 6 百万円） 

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

2. 取締役の報酬限度額は、昭和62年 5月 30日開催の第12回定時株主総会において、

年額 300 百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいており

ます。 

3. 監査役の報酬限度額は、昭和62年 5月 30日開催の第12回定時株主総会において、

年額 30 百万円以内と決議いただいております。 

 

 

③ 社外役員に関する事項 

 

イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

・ 監査役桑澤嘉英氏は、株式会社クワザワの代表取締役社長を兼務しております。なお、

当社は株式会社クワザワとの間に特別な関係はありません。 

・ 監査役渡辺淳也氏は、株式会社恵和ビジネスの代表取締役社長を兼務しております。な

お当社は株式会社恵和ビジネスとの間に特別な関係はありません。 

    

ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

該当ありません。 
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ハ. 当事業年度における主な活動状況 

 活 動 状 況 

取締役 引野講二 当該年度に開催された取締役会 14回のうち 13回出席致しまし

た。講師経験を元に指導面について、またコンプライアンス上

の観点から議案・審議等に必要な発言を適宜行っております。 

監査役 桑澤嘉英 当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち 11 回に出席し、

監査役会 4回のうち 4回に出席致しました。取締役会において

は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性、及び経営効率化に

対する考え方など適宜助言・発言を行っております。また、監

査役会においては、当社の会計処理並びに内部監査について適

宜発言を行っております。 

監査役 渡辺淳也 当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち 12 回に出席し、

監査役会 4回のうち 4回に出席致しました。取締役会において

は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性、及び経営効率化に

対する考え方など適宜助言・発言を行っております。また、監

査役会においては、当社の会計処理並びに内部監査について適

宜発言を行っております。 

監査役 佐久間一郎 当事業年度に開催された取締役会 14 回のうち 11 回に出席し、

監査役会 4回のうち 4回に出席致しました。取締役会において

は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性、及び経営効率化に

対する考え方など適宜助言・発言を行っております。また、監

査役会においては、当社の会計処理並びに内部監査について適

宜発言を行っております。 

 

 

(3) 会計監査人の状況 

① 名称 新日本有限責任監査法人 

 

② 報酬等の額 

 支 払 額 

・ 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 16 百万円 

・ 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産

上の利益の合計額 
16 百万円 

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 
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③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 

当社は、会社法第 340 条第１項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監

査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合には、監査役会の決定により、会計監

査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案致します。 

 

 

 

(4) 業務の適正を確保するための体制 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 

 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

取締役会は、内部統制システムの構築及び法令・定款遵守の体制の確立に努め、企業統治の

強化を図るものとする。 

当社は、遵守すべき基本的なルールとして「進学会グループ企業倫理規程」を制定しており、

取締役及び使用人が高い倫理観に基づいて行動することを求めている。 

また、当社はコンプライアンス管理規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設

置しており、法令遵守の意識が組織全体に行きわたるための施策と事件・事故の回避に向けた

具体策を指導するものとする。 

取締役会は、コンプライアンス委員会から毎月定例的に状況報告を受け、方針・施策の確認

と翌月以降の注意点の確認を行う。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

当社は、法令、社内規程及び各種マニュアルに基づき、取締役の業務執行に係る情報・文書

等の保存を行う。 

情報管理については、情報安全対策基準（セキュリティポリシー）及び文書取扱規程の定め

に則り対応する。 

取締役又は監査役が求めたときは、いつでも当該情報を閲覧できる体制を整備する。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

当社は、リスク管理規程を制定するとともに、リスク管理委員会を設置し、経営リスクによ

る損失の危険の管理に対応する。 

リスク管理委員会は、年度経営計画策定に当たって、各部署から経営をとりまく環境及び経

営資源上のリスク等の情報収集を行い、関係部署に対して適切な対応策の策定を指示する。 

また、リスク管理委員会は、原則、半期に一度見直しを行い、対応策の進捗状況チェックと

適切な指導を行ない、リスク評価結果を取締役会に報告し承認を得る。 
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

当社は、取締役会が定める業務分掌規程、職務権限規程において責任者及びその責任や執行

手続等を制定し、各取締役に業務執行を行わせる。 

取締役は、毎月１回定例的に取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、

法定決議事項や経営方針に関する重要事項の決定並びに取締役会の業務執行状況の監督等を

行う。 

経営計画の全社的な徹底を図るため、毎月役員及び部室長による経営会議を開き、より実践

的な活動計画と活動結果の確認を行う。 

業務遂行面においては、全社的な目標として経営計画及び予算を策定し、各部門においては

それを受けて各部運営計画並びに活動具体策を作成し、各部門担当役員による定期的な進捗チ

ェックを受けながら実行する。 

執行役員制度を導入し、取締役による業務の意思決定・監督機能と執行役員による業務執行

機能を分離し、取締役の職務遂行機能を強化している。 

 

⑤ 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

当社グループは、より高い倫理観を持った企業活動を通じ、強い信頼を得る企業風土を築く

ために、「進学会グループ企業倫理規程」を制定し、企業倫理の確立をめざす。 

また、クリーン・ライン制度（内部通報制度）により企業倫理のモニタリングを行い、リス

クの早期発見と未然防止に努める。 

 

⑥ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

 

当社グループ各社の業務執行の適正を確保し、グループとしての力を有効に発揮するため、

当社取締役又は担当部門責任者がグループ各社の取締役又は監査役に就任する。 

関係会社の経営については、関係会社の部門責任者と関係会社担当の当社役員が出席する関

係会社経営会議を毎月開き、事業内容の報告・確認を行う。 

 

⑦ 反社会的勢力の排除を確保するための体制 

 

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たな

いものとする。反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体として毅然とした態度で

臨み、反社会的勢力を断固排除するものとする。 

 

⑧ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

 

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、内部監査部門に所属する使

用人の中から監査役と取締役が協議の上、選任する。指名された内部監査部門の使用人は監査役

の指示に従いその職務を行う。 
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⑨ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 

監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役又は監査役会の職権に服すると同時に各取締役会

から独立した存在とし、経済的及び精神的に不当な取扱を受けないことを保証するものとする。 

 

⑩ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する体制 

 

各取締役及び使用人が、その職務の執行に当たり次に掲げる事項に関して重要性があると認め

るときは、職務執行に係る指揮命令系統に関わらず、監査役又は監査役会にその内容を報告する

ことができる。 

また、監査役又は監査役会から要請があった場合は、必要な報告及び情報提供を行うものとす

る。 

・ 会社に重大な損害を与えるおそれがある事項 

・ 法令及び定款に違反する行為又は社会通念上の不当な行為 

・ 重要な会計方針、会計基準及びその変更 

・ クリーン・ライン制度（内部通報制度）の運用及び通報の内容 

・ 内部統制システムの整備・運用状況 

・ その他、監査役又は監査役会が必要と判断した事項 

 

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

取締役は、監査役監査の実施に関して、監査環境の整備、監査役の独立性の確保、内部統制シ

ステムの充実、代表取締役との定期的な意見交換、会計監査人・内部監査人との定期的な意見交

換を図るよう努力し、監査役監査が実効的に行われる体制を確保するために協力するものとする。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

     （単位：千円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科   目 金 額 科   目 金 額 

流動資産 

現金及び預金 

受取手形及び営業未収入金 

有価証券 

商品及び製品 

仕掛品 

原材料及び貯蔵品 

繰延税金資産 

未収還付法人税等 

その他 

貸倒引当金 

 

固定資産 

有形固定資産 

 建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

その他 

 

無形固定資産 

その他 

 

投資その他の資産 

 投資有価証券 

繰延税金資産  

 敷金及び保証金 

 退職給付に係る資産 

 その他 

  

9,396,458 

9,103,586 

79,984 

122 

12,728 

2,877 

23,757 

51,227 

29,203 

93,806 

△835 

 

16,501,647 

6,602,754 

3,835,406 

39,691 

2,665,479 

62,177 

 

20,196 

20,196 

 

9,878,695 

9,381,079 

1,830 

314,599 

18,645 

162,540 

 

流動負債 

支払手形及び買掛金 

未払金 

未払法人税等 

未払費用 

前受金 

その他 

 

固定負債 

繰延税金負債 

役員退職慰労引当金 

資産除去債務 

その他 

1,208,535 

104,133 

451,936 

123,904 

182,440 

336,721 

9,398 

 

831,080 

354,492 

256,516 

194,404 

25,666 

負 債 合 計 2,039,615 

純 資 産 の 部 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

自己株式 

 

その他の包括利益累計額 

 その他有価証券評価差額金 

 為替換算調整勘定 

 退職給付に係る調整累計額 

23,310,395 

3,984,100 

3,344,000 

16,027,811 

△45,516 

 

548,094 

509,396 

3,427 

35,270 

純 資 産 合 計 23,858,489 

資 産 合 計 25,898,105 負 債 ・ 純 資 産 合 計 25,898,105 

（注）金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。 
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連 結 損 益 計 算 書 

（平成 26年 4 月 1日から平成 27 年 3月 31 日まで） 

    （単位：千円） 

科   目 金   額 

売上高 

売上原価 

 5,669,722 

4,389,008 

  売上総利益  1,280,713 

販売費及び一般管理費  1,114,580 

  営業利益 166,133 

営業外収益   

  受取利息及び配当金 

有価証券売却益 

  有価証券評価益 

持分法による投資利益 

為替差益 

132,991 

373,796 

43,730 

432,352 

6,987 

 

 

 

  その他 29,559 1,019,418 

営業外費用   

有価証券償還損 

その他 

6,700 

3,041 

 

9,742 

  経常利益 

 

 

 

1,175,809 

 

特別損失   

 

16,975 

  固定資産除却損 

  その他   

16,953 

22 

税金等調整前当期純利益  1,158,834 

 

453,757 

法人税、住民税及び事業税 154,527 

法人税等調整額 299,230 

少数株主損益調整前当期純利益  705,076 

当期純利益  705,076 

 

（注）金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。 
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連結株主資本等変動計算書 
（平成 26 年 4 月 1日から平成 27 年 3月 31 日まで） 

(単位：千円) 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 3,984,100 3,344,000 15,529,633 △45,504 22,812,228 

持分法適用会社の会計

処理の変更に伴う増減 
  12,517  12,517 

遡及処理後当期首残高 3,984,100 3,344,000 15,542,151 △45,504 22,824,746 

当期変動額           

剰余金の配当     △199,802   △199,802 

当期純利益     705,076   705,076 

持分法適用会社に 

対する持分変動に 

伴う剰余金の減少 

    △19,614   △19,614 

自己株式の取得       △11 △11 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
          

当期変動額合計 － － 485,659 △11 485,648 

当期末残高 3,984,100 3,344,000 16,027,811 △45,516 23,310,395 

 

  

その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 545,191 5,111 △23,060 527,242 23,339,471 

持分法適用会社の会計

処理の変更に伴う増減 
    12,517 

遡及処理後当期首残高 545,191 5,111 △23,060 527,242 23,351,989 

当期変動額         

剰余金の配当       △199,802 

当期純利益       705,076 

持分法適用会社に 

対する持分変動に 

伴う剰余金の減少 

      △19,614 

自己株式の取得       △11 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
△35,795 △1,683 58,330 20,852 20,852 

当期変動額合計 △35,795 △1,683 58,330 20,852 506,500 

当期末残高 509,396 3,427 35,270 548,094 23,858,489 

（注）金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。 
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連結注記表 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の範囲に関する注記 

  

(1) 連結の範囲に関する事項        

  

連結子会社の状況  

  

連結子会社の数 ４社 

 全ての子会社を連結しております。 

 

連結子会社の名称 株式会社 ホクシンエンタープライズ 

 株式会社 ノースパレス 

 

 

 

株式会社 プログレス 

有限会社 進学会ホールディングス 

 

(2) 持分法の適用に関する事項 

    

    持分法適用会社の数   １社 

    持分法適用会社の名称  栄光ホールディングス株式会社 

    持分法非適用会社の数  １社 

    持分法非適用会社の名称 株式会社浜進学会 

持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない会社は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

 

(3) 会計処理基準に関する事項  

  

① 資産の評価基準及び評価方法  

  

ⅰ）有価証券の評価基準及び評価方法  

イ．満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 

  

ロ．その他有価証券  

・時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっており

ます。（売却原価は、移動平均法により算定し、評価差

額は、全部純資産直入法により処理しております。） 

なお、組込デリバティブを区分して測定することができ

ない複合金融商品は全体を時価評価し、評価差額を当連

結会計年度の損益に計上しております。 

・時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。 
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ⅱ）デリバティブの評価基準及び評価方法  

デリバティブ 時価法によっております。 

  

ⅲ）たな卸資産の評価基準及び評価方法  

・商 品 主として個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっ

ております。 

・仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっており

ます。 

・貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によってお

ります。 

 

② 固定資産の減価償却の方法  

イ．有形固定資産 定率法によっております。 

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物（建物附

属設備は除く）については定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物及び構築物  10～47 年 

  

ロ．無形固定資産 定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内

における利用可能期間（5 年）に基づく定額法によって

おります。 

 

③ 引当金の計上基準  

イ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく期末要支給額を計上しております。 

ロ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

 

④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

イ．収益及び費用の計上基準 入会要領に基づいて、会員より受け入れた授業料収入（塾部門に

おける教材費、テスト代及びスポーツ事業部門における年会費を

含む）は、在籍期間に対応して、また、入会金は入会月の収益と

して売上高に計上しております。 
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ロ．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理しております。 

ハ．退職給付に係る会計処理

の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度

末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ

ております。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10 年）による定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 

 

ニ．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

２．会計方針の変更に関する注記                    

      

 （退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年3

月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針

第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方

法を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職

給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ

変更しております。これによる損益及び財務状態に与える影響はありません。 

 

３．追加情報 

 

（持分法適用関連会社における従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取

扱いの適用） 

 当社の持分法適用関連会社において「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第 30 号 平成 25 年 12 月 25 日）を当連結会計年度より適用し、当該

関連会社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認識し、信託から従業員持株会に売却され

た株式に係る売却差損益、信託が保有する株式に対する当該関連会社からの配当金及び信託に関する

諸費用の純額を資産又は負債に計上する方法に変更しております。当該会計方針の変更は遡及適用さ

れ、会計方針の変更の累積的影響額は当連結会計年度の期首の純資産の帳簿価額に反映されておりま

す。 

 この結果、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の遡及適用後の期首残高は 23,005 千円減少して

おります。 
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（持分法適用関連会社における退職給付会計基準等の適用） 

 当社の持分法適用関連会社において「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24

年 5月 17 日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第 25 号 平成 27 年 3 月 26 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給

付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度

より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間

定額基準から給付算定基準に変更し、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から、単一の

加重平均割引率へ変更しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従って、

当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰

余金に加減しております。この結果、当連結会計年度期首の関係会社株式及び利益剰余金はそれぞれ

35,523 千円増加しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

４．連結貸借対照表に関する注記 

 有形固定資産の減価償却累計額 

 

 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

その他 

 

6,075,209 千円 

511,437 千円 

907,417 千円 

 

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

 

(1) 発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首の株式数(千株) 
当連結会計年度 

増加株式数(千株) 
当連結会計年度 

減少株式数(千株) 
当連結会計年度末 
の株式数(千株) 

普通株式 20,031 ― ― 20,031 

 

(2)剰余金の配当に関する事項 

 

 

①�  配当金支払額等  

決 議 
株式の 
種類 

配当金の 
総額 

（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 26 年 6 月 25 日 
第 39 回定時株主総会 

普通株式 199,802 10 平成 26 年 3 月 31 日 平成 26 年 6 月 26 日 

 

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの 

平成 27 年 6月 23 日開催予定の第 40 回定時株主総会において次のとおり付議致します。 

 

・配当金の総額 

・配当の原資 

・１株当たり配当額 

・基準日 

・効力発生日 

199,801 千円 

利益剰余金 

10 円 

平成 27 年 3月 31 日 

平成 27 年 6月 24 日 
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６．金融商品に関する注記 

 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取り組み方針 

当社グループは必要な資金を自己資金で賄っており、余資については、ポートフォリオの観点か

ら株式と債券に分散し、期間も長短に分けて運用しております。デリバティブも利用しております

が、一定の範囲を限度とした上で利回りの向上を図るために利用しており、投機的な取引は行って

おりません。 

 

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

 有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式で

あり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

 営業債務である買掛金は、そのほとんどが末締め翌々月 10 日払いであります。 

 当社グループが利用しているデリバティブを組み込んだ複合金融商品は、金融商品の時価により

組込デリバティブのリスクが現物の金融資産に及ぶ可能性を有しております。なお、取引相手先は

信用度の高い金融機関に限定しているため、相手先の契約不履行によるリスクはないものと判断し

ております。 

 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

ⅰ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社グループは、営業債権について各事業部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、

取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。 

満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少で

あります。 

デリバティブ取引については、取引相手先を格付けの高い金融機関に限定しているため、信

用リスクはほとんどないと認識しております。 

ⅱ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社グループは、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企

業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

デリバティブ取引の執行･管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルール

に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っており、月次の取引実績は取締役会に報告し

ております。 

ⅲ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理 

当社グループは、設備資金及び運転資金を全額自己資金で賄っております。 

 

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 
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(2) 金融商品の時価等に関する事項 

平成 27 年 3 月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。 

（単位：千円） 

 
連結貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預金 9,103,586 9,103,586 － 

(2) 有価証券及び投資有価証券 9,016,188 14,319,846 5,303,658 

 資産計 18,119,775 23,423,433 5,303,658 

デリバティブ取引 ※1 － － － 

 

(注) １.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。 

(2) 有価証券及び投資有価証券 

 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は

取引金融機関等から提示された価格によっております。 

 

※1 複合金融商品の組込デリバティブについては有価証券及び投資有価証券に含めて記載し

ております。 

 

２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区 分 連結貸借対照表計上額（千円） 

 非上場株式 365,013 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから、「(2) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 

 

 

７．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 1,194 円 11 銭 

１株当たり当期純利益 35 円 29 銭 
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８．重要な後発事象 

 

当社は、平成 27 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である有限会社進学会ホー

ルディングス（以下、進学会ＨＤ）が保有する栄光ホールディングス株式会社（以下、栄光ＨＤ）の株

式について、同社による自己株式の公開買付けに応じる形で売却することを決議致しました。本件に伴

い、栄光ＨＤは当社の持分法適用会社から除外される見込みであります。 

  

(1)譲渡の理由 

 栄光ＨＤが平成 27 年 5 月 19 日に公表した自己株式の公開買付けに対して、進学会ＨＤが保有する

全ての栄光ＨＤ株式（6,598,256 株）を応募し、同社株式を売却することが、企業価値向上の観点から

最善であると判断したことによります。 

(2)譲渡の時期 

栄光ＨＤの公開買付期間（平成 27 年 5 月 20 日から同年 6 月 16 日まで）の満了後 

  

(3)当該関連会社の名称、事業内容及び取引内容 

① 名称        栄光ホールディングス株式会社 

② 主な事業内容    学習塾 

③ 当社との取引内容  業務提携 

 

(4)譲渡株式数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率 

① 譲渡株式数 6,598,256 株 

② 譲渡価額 約 9,567 百万円 

③ 譲渡損益 平成 28 年３月期第１四半期において、特別利益として関係会社株式売却益を

約 4,639 百万円計上する見込み 

④ 譲渡後の持分比率 0.93％（平成 27 年 3 月 31 日時点の栄光ＨＤの発行済株式数及び自己株式数

により算出） 
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貸 借 対 照 表 
（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

（単位：千円） 

   資 産 の 部 負 債 の 部 

科   目 金 額 科   目 金 額 

流動資産 

現金及び預金 

営業未収入金 

有価証券 

商品及び製品 

仕掛品 

原材料及び貯蔵品 

前払費用 

繰延税金資産 

その他 

貸倒引当金 

固定資産 

有形固定資産 

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両運搬具 

器具及び備品 

土地 

無形固定資産 

その他 

投資その他の資産 

投資有価証券 

関係会社株式 

関係会社貸付金 

敷金及び保証金 

その他 

8,278,374 

8,048,484 

25,727 

122 

6,594 

2,877 

22,292 

72,540 

43,142 

57,460 

△867 

15,801,789 

6,490,828 

3,701,704 

51,209 

9,691 

18,723 

62,010 

2,647,487 

19,555 

19,555 

9,291,406 

4,240,695 

2,178,477 

2,406,425 

308,926 

156,880 

流動負債 

買掛金 

未払金 

未払費用 

未払法人税等 

前受金 

その他 

固定負債 

繰延税金負債 

役員退職慰労引当金 

退職給付引当金 

資産除去債務 

その他 

1,154,297 

33,763 

482,430 

160,768 

97,573 

338,177 

41,583 

604,772 

120,377 

249,205 

31,599 

194,404 

9,184 

負 債 合 計 1,759,069 

純 資 産 の 部 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 

資本準備金 

利益剰余金 

利益準備金 

その他利益剰余金 

別途積立金 

繰越利益剰余金 

自己株式 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 

21,801,148 

3,984,100 

3,344,000 

3,344,000 

14,518,565 

358,000 

14,160,565 

15,607,500 

△1,446,934 

△45,516 

519,946 

519,946 

純 資 産 合 計 22,321,095 

資 産 合 計 24,080,164 負債・純資産合計 24,080,164 

（注）金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。 
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損 益 計 算 書 
（平成 26 年 4 月 1日から平成 27 年 3月 31 日まで） 

（単位：千円） 

科  目 金  額 

 

売上高 

  

5,147,231 

売上原価  3,973,185 

売上総利益  1,174,045 

販売費及び一般管理費  1,128,174 

営業利益  45,871 

営業外収益   

受取利息及び配当金 

有価証券売却益 

159,005 

373,796 

 

有価証券評価益 

為替差益 

43,730 

6,987 

 

その他 57,356 640,876 

営業外費用 

    有価証券償還損 

 

6,700 

 

その他 3,040 9,741 

経常利益  677,006 

特別損失   

固定資産除却損 

その他 

16,953 

22 

 

16,976 

税引前当期純利益  660,030 

法人税、住民税及び事業税 116,453  

法人税等調整額 85,064 201,518 

当期純利益  458,512 

（注）金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。 
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株主資本等変動計算書 
（平成 26 年 4 月 1日から平成 27 年 3月 31 日まで） 

（単位：千円） 

 株 主 資 本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 
資本準備金 

資本剰余金 

合計 利益準備金 

その他利益剰余金 利益剰余金 

合計 別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

平成 26 年 4 月 1 日 残高 3,984,100 3,344,000 3,344,000 358,000 15,607,500 △1,705,645 14,259,854 △45,504 21,542,450 

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      △199,802 △199,802  △199,802 

当期純利益      458,512 458,512  458,512 

自己株式の取得        △11 △11 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額）          

事業年度中の変動額合計 - - - - - 258,710 258,710 △11 258,698 

平成 27 年 3 月 31 日 残高 3,984,100 3,344,000 3,344,000 358,000 15,607,500 △1,446,934 14,518,565 △45,516 21,801,148 

 

 評価・換算差額等 

純資産 

合計 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成 26 年 4 月 1 日 残高 477,435 477,435 22,019,885 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △199,802 

当期純利益   458,512 

自己株式の取得   △11 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 42,510 42,510 42,510 

事業年度中の変動額合計 42,510 42,510 301,209 

平成 27 年 3 月 31 日 残高 519,946 519,946 22,321,095 

（注）金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。 
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個別注記表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

(1) 資産の評価基準及び評価方法  

①満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 

②子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。 

③その他有価証券  

・時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（売

却原価は、移動平均法により算定し、評価差額は、全部純資産直

入法により処理しております。） 

なお，組込デリバティブを区分して測定することができない複合

金融商品は全体を時価評価し，評価差額を当事業年度の損益に計

上しております。 

・時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。 

④デリバティブの評価基準及び

評価方法 

時価法によっております。 

⑤たな卸資産の評価基準及び評価方法 

・商 品 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）によっております。 

・仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）によっております。 

・貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）によっております。 

(2) 固定資産の減価償却の方法  

①有形固定資産 定率法によっております。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物      10～47 年 

②無形固定資産 

 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利

用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。 

(3) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒

実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

②役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額を計上しております。 
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③退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見

込額及び年金資産残高に基づき必要額を計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま

での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっており

ます。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10 年）による定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準 入会要領に基づいて、会員より受け入れた授業料収入（塾部門にお

ける教材費、テスト代及びスポーツ事業部門における年会費を含

む）は、在籍期間に対応して、また、入会金は入会月の収益として

売上高に計上しております。 

 

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

①外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

 

②消費税等の会計処理 

 

③退職給付に係る会計処理 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しております。 

 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会

計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と

異なっております。 

２. 会計方針の変更に関する注記 

退職給付に関する会計基準等の適用 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号平成 24 年 5月 17 日。以下「退職給付会計基準」

という）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号平成 27 年 3 月 26

日。以下「退職給付適用指針」という）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法

を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付

の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更し

ております。これによる損益及び財政状態に与える影響はありません。 

 

３．貸借対照表に関する注記 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額       

 

 

 

建物     5,800,410 千円 

構築物     274,330 千円 

機械及び装置  342,194 千円 

車両運搬具   126,367 千円 

器具及び備品  910,444 千円 
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(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

 

 

短期金銭債権 32,535 千円 

短期金銭債務 123,198 千円 

４．損益計算書に関する注記  

関係会社との取引高 

営業取引による取引高 売上高 26,094 千円 

 売上原価・販売費及び一般管理費 402,589 千円 

営業取引以外の取引による取引高 営業外収益 52,130 千円 

   

５．株主資本等変動計算書に関する注記 

   自己株式の数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首

の株式数 （株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末の 

株式数 （株） 

普通株式 50,793 30 － 50,823 

（注）自己株式数の増加は単元未満株式の買取による増加分であります。 

６．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産、繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  

（繰延税金資産）  

役員退職慰労引当金 79,760 千円 

退職給付引当金 10,111 千円 

有価証券評価損 137,347 千円 

未払賞与 24,405 千円 

資産除去債務 62,244 千円 

減損損失 280,650 千円 

その他 113,060 千円 

繰延税金資産小計 707,580 千円 

評価性引当額 △620,148 千円 

繰延税金資産合計 87,432 千円 

（繰延税金負債） 

      有価証券評価差額金 

      資産除去債務に対する除去費用 

 

△149,902 千円 

△14,765 千円 

繰延税金負債合計 △164,667 千円 

繰延税金資産の純額 △77,235 千円 
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７. 関連当事者との取引に関する注記 

   （単位：千円） 

種類 会社名 
議決権等の 

所有割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引 

金額 
科目 期末残高 

子会社 
(有)進学会 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

 

所有 100.0% 

 

資金の貸付 

資金の返済（注 1） 153,000 関係会社貸付金 2,406,425 

利息の受取（注 1） 7,475 未収収益 1,166 

（注１）資金の貸付については、市場金利を勘案して一般の取引条件と同様に決定しています。 

 

８．１株当たり情報に関する注記 

             １株当たり純資産額                1,117 円 16 銭 

             １株当たり当期純利益                  22 円 95 銭 
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連結計算書類に係る会計監査報告 

  独立監査人の監査報告書 
平成 27 年 6月 4日 

株式会社 進 学 会 
取 締 役 会 御中 

                新日本有限責任監査法人 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 篠河 清彦 印 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 片岡 直彦 印 

 

 当監査法人は、会社法第 444 条第 4 項の規定に基づき、株式会社進学会の平成 26 年 4 月 1 日から
平成 27 年 3月 31 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

連結計算書類に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。 

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。 

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社進学会及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

強調事項 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成 27 年 5月 19 日開催の取締役会において、会
社の完全子会社である有限会社進学会ホールディングスが保有する栄光ホールディングス株式会社
の株式について、同社の自己株式の公開買付けに応じる形で売却することを決議している。 

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 
以 上 
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計算書類に係る会計監査報告 

独立監査人の監査報告書 
平成 27 年 6月 4日 

株式会社 進 学 会 
取 締 役 会 御中 

                新日本有限責任監査法人 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 篠河 清彦 印 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 片岡 直彦 印 

 

 当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第１号の規定に基づき、株式会社進学会の平成 26 年 4 月 1

日から平成 27 年 3月 31 日までの第 40 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 

計算書類に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内

部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附

属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手

続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細

書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切

な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を

検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を

全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以 上 
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監査役会の監査報告 
 

監 査 報 告 書 
 

当監査役会は、平成 26年 4 月１日から平成 27 年 3月 31 日までの第 40 期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告致します。 
 

 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び
使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査致し
ました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第 100 条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明致しました。事業報告に記載されている会社法施行
規則第 118 条第 3号イの基本方針及び同号ロの各取組については、取締役会その他にお
ける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びそ
の附属明細書について検討致しました。 
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成 17年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表）について検討致しました。 
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２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大
な事実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に
ついても、指摘すべき事項は認められません。 

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在
り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告
に記載されている会社法施行規則第 118 条第 3号ロの各取組みは、当該基本方針
に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社
の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。 

 

 平成 27 年 6 月 5日 

                    株式会社進学会 監査役会 
      監査役（常勤） 柴田 義之 印  

社外監査役   桑澤 嘉英 印  
社外監査役   渡辺 淳也 印  
社外監査役   佐久間一郎 印  

  
（注）監査役桑澤嘉英、渡辺淳也及び佐久間一郎は、会社法第 2条第 16 号及び第 335 条第

3項に定める社外監査役であります。 

以 上 
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株主総会参考書類 
 

 第１号議案 剰余金の配当の件 

  

当期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案致しま

して、以下のとおりと致したいと存じます。 

 

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

当社普通株式 １株につき金 10 円 00 銭  総額 199,801,770 円 

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日 

平成 27 年 6月 24 日 

 

 

 

第２号議案 取締役１名選任の件 

 

経営陣強化のため取締役 1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本総会において選

任された取締役の任期は、当社定款第20条の規程により他の取締役の残任期間となります。 

取締役候補者は次のとおりであります。 

氏  名 
(生年月日) 

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 
所有する 
当社の 
株式数 

松 田  啓 
（昭和 37年 4月 4日生） 

 

昭和 61 年 4 月 株式会社北大学力増進会（現株式会社進

学会）入社 

平成 19 年 5 月 当社教育ソフト開発部長 

平成 20 年 4 月 当社編集部長 

平成 21 年 5 月 当社執行役員札幌ブロック代表 

平成 22 年 5 月 当社常務執行役員教務本部担当 

平成 23 年 5 月 当社常務執行役員管理本部長 

平成 23 年 6 月 当社取締役常務執行役員管理本部長 

平成 24 年 6 月 当社専務執行役員管理本部長（現任） 

 

4,900 株 

 

（注）1.候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 
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第３号議案 監査役１名選任の件 

   
監査役渡辺淳也氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので監査役１

名の選任をお願いするものであります。 
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 
監査役候補者は次のとおりであります。 

氏  名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 

所有する 
当社の 
株式数 

渡辺 淳也 

(昭和 47 年 10 月 27 日) 

平成 10 年 5 月 株式会社恵和ビジネス入社 

平成 13 年 4 月 同社営業本部営業部長 

平成 15 年 6 月 同社専務取締役就任 

平成 18 年 6 月 同社取締役副社長 

平成 21 年 6 月 同社代表取締役社長（現任） 

平成 23 年 6 月 当社監査役就任（現任） 

1,000 株 

   

（注）1.候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 

2.渡辺淳也氏は社外監査役候補者であります。 

3.渡辺淳也氏を社外監査役とした理由 

渡辺淳也氏は、企業経営者として実績があり、豊富な経験と幅広い見識を有して

いるため、当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると判断し、社外監

査役として選任をお願いするものであります。 
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 
 

 

 

会   場  札幌市中央区北三条西３丁目１番 44 号 

 

       みずほ信託銀行株式会社 札幌支店 ８階会議室 

 

 

最寄りの駅  ● 地下鉄 南北線『さっぽろ駅』（９番出口直結） 

 

● ＪＲ札幌駅（南口より大通方面へ徒歩 5分） 

 
 

 

 （会場付近略図）

Ｓ

日興ビル

地
下
鉄

「
さ

っ
ぽ
ろ
駅

」

日本生命札幌ビル ノース33ビル

みずほ信託銀行

８階会議室

第一生命ビル

北３条西３丁目北３条西４丁目

北４条西４丁目
北４条西３丁目

地下鉄９番出口 入り口

北

地

下

鉄

南

北

線


